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国立大学法人香川大学役員報酬規則

（趣旨）

第１条 この規則は、国立大学法人香川大学（以下「大学法人」という ）の学長、理事。

及び監事（以下「役員」という ）の報酬について定める。。

（役員の報酬）

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域保障手当、広域異動手当、通

勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手

当とする。

（報酬の支給日）

第３条 本給、地域保障手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び非常勤役員手

、 、 。 、当は 毎月１７日に 期末特別手当は６月３０日及び１２月１０日に支給する ただし

当該日が国立大学法人香川大学職員就業規則に規定する休日に当たるときは、その前日

に支給する。

２ 前項但し書に該当する支給日が、日曜日又は土曜日に当たるときは前々日又は前日の

金曜日とし、その日が１４日となるときは１８日とする。

（報酬の支払）

第４条 役員の報酬は、大学法人が指定する銀行その他金融機関の中から、当該役員が指

定する銀行等の本人名義の口座に給与の全額を振り込むものとする。ただし、法令に基

づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額

から、その金額を控除して支払うものとする。

（日割計算）

第５条 新たに常勤役員となった者には、その日から本給、地域保障手当及び広域異動手

当 （以下本条において「本給等」という ）を、新たに非常勤役員となった者には非、 。

常勤役員手当を、それぞれ支給する。

２ 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの本給等又は非常勤役員手当を

支給する。

３ 役員が死亡により退職した場合には、その月までの本給等又は非常勤役員手当を支給

する。

４ 第１項又は第２項の規定により本給等を支給する場合であって、その月の初日から支

給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給等

の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日

割りによって計算する。

（本給）

第６条 役員本給は、次に掲げるとおりとする。
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等 級 本 給 月 額

１ ６４６，０００円

２ ７２０，０００円

３ ７７６，０００円

４ ８３４，０００円

５ ９１２，０００円

６ ９８４，０００円

２ 常勤役員の等級は、次の各号に掲げる範囲内で、その者の占める職、経歴及び勤務形

態等により、学長が決定する。

(1) 学長 ６等級

(2) 理事 １等級以上５等級以下

(3) 監事 ２等級

３ 前項にかかわらず、国内外の優れた者を役員に招聘するにあたり、特別に報酬を設定

する必要がある場合は、経営協議会の議を経て、第１項の範囲を超えて本給を決定する

ことができる。

（地域保障手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当）

第７条 地域保障手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当は、国立大学法人香川

大学職員給与規則（以下「職員給与規則」という ）に規定する地域保障手当、広域異。

動手当、通勤手当及び単身赴任手当に準じるものとする。

（期末特別手当）

第８条 期末特別手当は、６月１日及び１２月１日（以下本条においてこれらの日を「基

準日」という ）にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。。

２ 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該常勤役員が受けるべき本給

月額、地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に１００分の２０

を乗じて得た額並びに本給月額に１００分の２５を乗じて得た額を加算した額を基礎と

して、６月に支給する場合においては１００分の１４０、１２月に支給する場合におい

ては１００分の１５５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。

(1) ６箇月 １００分の１００
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(2) ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０

(3) ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０

(4) ３箇月未満 １００分の３０

３ 学長は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間におけ

る職務実績を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、前項の規定による期末特別手当

の額を、１００分の１０の範囲内で、これを増額又は減額することができる。

４ 前項に規定するもののほか、期末特別手当の一時差止処分その他期末特別手当の支給

に関し必要な事項は、職員給与規則に規定する職員に対する支給の例に準ずるものとす

る。

５ 国家公務員（国家公務員退職手当法(昭和２８年法律第１８２号)第２条第１項に規定

する職員をいう。以下同じ。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引

き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員とし

ての前項に規定する在職期間には、その者の国家公務員としての在職期間を含むものと

する。

６ 大学法人の職員が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となっ

た場合における役員としての前項に規定する在職期間には、その者の大学法人の職員と

しての在職期間を含むものとする。

（非常勤役員手当）

第９条 非常勤役員の非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。ただし、役員会以外

の業務に従事した場合は、１回につき１０，０００円を下記の月額に加えて支給する。

月額 ８０，０００円

（端数の処理）

第１０条 この規定により計算した金額に５０銭未満の端数が生じたときは、これを切り

、 、 。捨て ５０銭以上１円未満の端数を生じたときは これを１円に切り上げるものとする

（実施に関し必要な事項）

第１１条 この規則の実施に関し必要な事項は、職員給与規則に準ずるものとする。

附 則

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 大学法人成立の際に職員であった役員の平成１６年６月に支給する期末特別手当の在

職期間には、その者の平成１５年１２月１日から平成１６年３月３１日までの間の国家

公務員としての在職期間を含むものとする。

附 則

この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。
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附 則

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

（平成１９年３月３１日までの間の本給月額）

２ この規則の施行の日から平成１９年３月３１日までの間における改正後の規則第６条

に規定する本給月額の適用については、次の表に定めるところにより読み替えるものと

する。

等 級 本 給 月 額

１ ６７７，０００円

２ ７５４，０００円

３ ８１２，０００円

４ ８７３，０００円

５ ９５５，０００円

６ １，０２９，０００円

附 則

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２１年６月１１日から施行し、平成２１年６月１日から適用する。

附 則

この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

（特例期間の役員報酬減額支給措置）

２ 施行の日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」という ，役員本。）

給表の適用を受ける常勤役員の役員報酬の支給にあたっては，次の各号に掲げる役員報

酬の額から, それぞれ当該各号に定める支給減額率を乗じて得た額（その額に一円未満

の端数を生じたときは これを切り捨てた額）に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 常勤役員の本給月額に１００分の９．７７を乗じて得た額

(2) 地域保障手当 常勤役員の本給月額に対する地域保障手当の月額に１００分の
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９．７７を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 常勤役員の本給月額に対する広域異動手当の月額に１００分の

９．７７を乗じて得た額

(4) 期末特別手当 常勤役員が受けるべき期末特別手当の額に１００分の９．７７を乗

じて得た額


